
 

 

                 

嘉麻市こども計画（仮称）について

こども大綱（こども基本法第９条）

国は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（こども大綱）を定めなければならない。
「少子化社会対策大綱」「子ども・若者育成支援推進大綱」「子どもの貧困対策に関する大綱」が束ねられ、
「こども大綱」に一元化される。（「こども大綱」は、令和５年度中に策定される予定）

都道府県こども計画、市町村こども計画（こども基本法第１０条）

嘉麻市こども

計画（仮称）

嘉麻市子ども・

若者計画

嘉麻市子ども・子

育て支援事業計画

嘉麻市子どもの

貧困対策推進計画

都道府県は、「こども大綱」を勘案し「都道府県こども計画」を、市町村は「こども大綱」及び
「都道府県こども計画」を勘案し「市町村こども計画」を定めるよう努める。（努力義務）
都道府県及び市町村のこども計画は、「子ども・若者計画」「子どもの貧困対策計画」「子ども・
子育て支援事業計画」等と一体のものとして作成することができる。

【参考】

嘉麻市における子ども施策を総合的に推進するため、「嘉麻市子ども・若者計画」
「嘉麻市子どもの貧困対策推進計画」「嘉麻市子ども・子育て支援事業計画」を
一体のものとして作成し、「嘉麻市こども計画（仮称）」とします。

令和５年４月１日、こども政策を総合的に支援することを目的に「こども基本法」が施行されました。

国は、こども施策に関する基本的な方針、重要事項について「こども大綱」を定め、「こども大綱」には「少子化対策」「子ども・若者
育成支援」「子どもの貧困対策」を含まなければならないとされています。

都道府県と市町村には、「こども大綱」を勘案し、「こども計画」を定める努力義務が課されました。

・嘉麻市の子ども施策全体に横串を刺すことができ、市民にとっても
より分かりやすい計画となります。

・重なる施策や事業が多いと思われるため、進捗管理等に係る事務の
効率化や経費削減が期待されます。

◆ ３つの計画を一体のものとして作成するメリット
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第三期嘉麻市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査 

 

１．調査の目的  

令和７年度を始期とする第三期嘉麻市子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、本

市の人口減少の現状と将来の動向及び子育て支援施策の課題を踏まえた上で、子どもの保

護者のニーズを適切に把握し、５か年の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量

の見込みの推計及び具体的な目標設定を行うため、実施します。 

 

２．調査対象者 

  嘉麻市内に居住する、次の２つの区分の児童全ての保護者を対象として実施します。 

① 就学前児童の保護者 

 ② 小学校及び義務教育学校（１～６年生）児童の保護者 

 

３．調査方法 

 ① 就学前児童の保護者 

   市内の保育所、幼稚園を利用中児童の保護者へは、施設を通じ調査票を配布し、施設

への提出又は郵送、オンラインでの回答を依頼します。その他の保護者へは、郵送に

より配布し、郵送又はオンラインでの回答を依頼します。 

 ② 小学校及び義務教育学校（１～６年生）児童の保護者 

   市内の学校に在籍児童の保護者へは、学校を通じ調査票を配布し、担任の先生への提

出又はオンラインでの回答を依頼します。その他の保護者へは、郵送により配布し、

郵送又はオンラインでの回答を依頼します。 

 

４．調査内容等 

 ① 就学前児童保護者用：３１問程度 

 ② 小学校及び義務教育学校（１～６年生）児童保護者用：２８問程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

嘉麻市子どもの生活状況調査 

 

１．調査の目的  

  「子どもの貧困対策の推進に関する法律」や「子どもの貧困対策に関する大綱」を踏ま

え、子どもや家庭の生活実態や支援ニーズ等の調査及び分析を行い、本課の課題や特性

を踏まえ、子ども・子育て支援施策を効果的に推進するために調査を実施します。 

 

２．調査対象者 

  市内の小中学校及び義務教育学校の対象学年の児童生徒及びその保護者を対象として

実施します。 

 ①小学生（４～６年生）及び義務教育学校（４～６年生）本人 

②中学生、義務教育学校（７～９年生）本人 

③上記の児童生徒の保護者 

 

３．調査方法 

 市内の小学校、中学校、義務教育学校を通じ調査票を配布し、学校を通じて回収を依頼し

ます。保護者分は、調査対象世帯の中で学年が一番上の児童生徒分に同封し、学校を通じ

て回収を依頼します。 

 

４．調査内容 

 「令和２年度子供の生活状況調査」(内閣府)の調査項目をベースに調査票を作成し、ヤン

グケアラーに関する項目を追加します。 

 ①小学生（４～６年生）及び義務教育学校（４～６年生）本人用：２５問程度 

②中学生、義務教育学校（７～９年生）本人用：２５問程度 

③小中学生及び義務教育学校保護者用:３３問程度 

 

   

 


